
川崎市市営住宅総合管理システム再構築業務委託に関する 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 件 名 

  川崎市市営住宅総合管理システム再構築業務委託 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から令和９（２０２７）年１月３１日まで 

  ※システムの再構築後、別途保守契約を締結予定 

 

３ 履行場所 

  川崎市内（川崎市役所、川崎市住宅供給公社本社及び川崎市住宅供給公社溝ノ口事務所） 

 

４ 業務内容 

  別紙「川崎市市営住宅総合管理システム再構築業務委託仕様書」のとおり。 

 

５ 契約上限額 

  １９７，７７７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  ※令和７年度：支払限度額は契約金額の３割までとし、支払いにあたっては、支払額の９分の１０に相当

する業務（要件定義及び概要、詳細設計など）の履行を行うこととなります。 

   令和８年度：全体の業務確認後、残額を支払うこととなります。 

   契約約款に、上記のとおり、各会計年度における請負代金の支払の限度額及び既済部分相当予定額を定

めます。 

６ 参加資格要件 

  次の条件をすべて満たしていること。 

 (1) 参加意向の申出時点において、川崎市の競争入札資格を有する登録業者であること。 

 (2) 参加意向の申出時点において、「令和７・８年度川崎市業務委託有資格者名簿」に、業種を「２２電算

関連業務」、種目を「０１システム・ソフト開発」で登録されている者。 

 (3) 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でない者。また、川崎市競争入札参加資格者指名

停止等要綱による指名停止期間中でない者。 

 (4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立がなされていない者。 

 (5) 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することのない者。 

 (6) 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は第２項の規定に違反

しない者。 

 (7) 一般社団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマーク制度の付与を受けている者、また

は、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証を取得している者。 



 (8) 団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者。 

 

 

 

 

 

７ 担当部局（書類の提出先） 

  川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課 担当 奥野、出野
い で の

 

  〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所本庁舎１８階 

  電話 044-200-2950 FAX 044-200-3970 

  メール 50zyukan@city.kawasaki.jp 

 

８ スケジュール 

公募実施要領の公表 令和７年３月１７日（月） 

質問書の受付期限 令和７年４月７日（月）必着 

質問書への回答 令和７年４月１１日（金） 

参加意向申出書の受付期限 令和７年４月２１日（月）必着 

参加資格要件の確認通知 令和７年４月２８日（月） 

企画提案書の提出期限 令和７年５月１２日（月）１７時必着 

企画提案説明会（プレゼンテーション） 令和７年５月１９日（月） 

選考結果の通知 令和７年５月２３日（金） 

契約の締結 令和７年６月６日（金） 

 

９ 企画提案内容 

  別紙「川崎市市営住宅総合管理システム再構築業務委託仕様書」に定める内容を記載した企画提案書を作

成ください。作成にあたっては、別紙「川崎市市営住宅総合管理システム再構築事業者選定に関する公募型

プロポーザル評価基準」の「評価項目」「評価基準」の順に具体的な実施方法・実施手法等について記載を

行うとともに、仕様書に記載のない事項などで、パッケージソフトが有する市営住宅管理にあたっての効率

的な管理手法に関する内容など、本市の市営住宅の管理業務にあたり効果的なものについて、該当するもの

がある場合には、あわせて記載を行うようにしてください。 

 

10 企画提案の方法 

 (1) 参加意向申出書の提出 

   企画提案への応募を希望する団体は、令和７年４月２１日（月）までに、「参加意向申出書」（様式１）

を御提出ください。内容を確認させていただき、令和７年４月２８日（月）までに、「提案資格確認結果

通知書」（様式２）をメールで送付させていただきます。 

 (2) 質問の受付 

   企画提案に関して質問事項がある場合には、令和７年４月７日（月）までに、「質問書」（様式３）を御

提出ください。 

   御質問いただいた内容に対しての回答は、令和７年４月１１日（金）までに、メールにより回答させて

mailto:50zyukan@city.kawasaki.jp


いただき、質疑の内容については、他の企画提案者にも情報提供を行った上、市のホームページにも掲載

を行います。 

 (3) 企画提案書等の提出 

   令和７年５月１２日（月）１７時【必着】までに、次の書類を御提出ください。 

  ア 提出書類 

   (ｱ) 企画提案書（様式自由） 

   (ｲ) 業務実績及び業務実施体制（様式４） 

   (ｳ) 予定技術者経歴等（様式５） 

   (ｴ) 見積書（様式自由〔見積額と仕様書記載の項目の積算根拠について記載ください。〕） 

   (ｵ) 業務実施スケジュール（様式自由） 

   (ｶ) 会社概要がわかるパンフレット等 

   (ｷ) プライバシーマークまたは、ＩＳＭＳの認証がわかるものの写し 

  イ 提出書類の取扱い 

   (ｱ) 提出書類は返却しません。 

   (ｲ) 企画提案書等の作成・提出等に伴う費用は事業者の負担とします。 

   (ｳ) 提出期限後は、提出書類の差し替え、変更または追加は認めません。 

   (ｴ) 必要があると判断した場合には、補足資料の提出を求めることがあります。 

 (4) 各書類の提出方法 

   「７ 担当部局」に記載のメール宛てに御提出ください（メールでの提出が難しい場合は、郵送または

持参での提出でも構いません。）。 

   なお、郵送または持参で御提出される場合には、「企画提案書等」の提出書類については、各８部御提

出ください。 

 (5) 企画提案説明会（プレゼンテーション）の実施 

   企画提案いただいた内容について、次の日時等で企画提案説明会（プレゼンテーション）を実施いたし

ます。なお、詳細な内容については、別途、各企画提案者宛てに通知いたします。 

  ア 日時 

    令和７年５月１９日（月）〔予定〕 

  イ 場所 

    川崎市役所本庁舎１８階１８０２会議室（川崎市川崎区宮本町１番地）〔予定〕 

  ウ 方法 

    提案するシステムのデモを実施（原則必須）するなど、企画提案書等の内容について３０分程度での

説明を実施（説明３０分程度、質疑応答１５分程度） 

  エ 留意事項 

    プロジェクトリーダーとなる方の出席は必須とします。 

    企画提案説明会の当日に資料を追加することはできません。 

 (6) 提案内容の評価 

   川崎市市営住宅総合管理システム事業者選考委員会を設置し、企画提案内容の評価を「川崎市市営住宅

総合管理システム再構築事業者選定に関する公募型プロポーザル評価基準」（以下「評価基準」という。）

に基づき行い、企画提案者の中から、最高得点を得た事業者を受託候補者として選定します。ただし、基

準点は６割として、基準点以上の事業者を選考の対象とします。 



   なお、最高得点を得た事業者が複数ある場合には、次の順で受託候補者を選定します。この場合におい

ても、決定しない場合には、委員の協議により決定いたします。決定した受託候補者との協議の中でやむ

を得ない理由等により受託できない事由が発生した場合には、次点の事業者を受託候補者とします。 

  ア 評価基準「業務遂行能力等」の合計点数が最も高い事業者 

  イ 「ア」に該当する事業者が複数ある場合、評価基準「企画提案内容」のうち「機能要件」「システム

の操作性」「セキュリティ対策」「オンライン化対応」「事業継続に向けた考え方」「業務経費」の合計点

数が最も高い事業者 

 (7) 選定結果の通知 

   選定結果については、令和７年５月２３日（金）までに企画提案事業者にメールで通知します。 

 

11 提案資格の喪失 

  次の項目に該当する場合には、提案資格を喪失することとなります。 

 (1) 企画提案書等が期限内に提出されない場合 

 (2) 企画提案書等の内容に虚偽の記載があった場合 

 (3) 企画提案書等の必要書類がかけている場合や記載すべき内容が記載されていない場合 

 (4) 「６ 参加資格要件」に記載する要件を満たさなくなった場合 

 

12 参加の辞退 

  参加申出をされた後に、企画提案を辞退される場合には、「辞退届」（様式７）を担当部局に御提出くださ

い。 

 

 13 その他 

 (1) 契約に関して使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円で行います。 

 (2) 当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決（令和７年３月頃）を要し

ます。 

 (3) その他、業務の実施に必要な事項は、本市と受託者との協議の上、定めることとします。 


